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第 3 章 騒 音

第 1 節 概 況

大気の汚染 , 水質の汚濁等の 広域的 な公害に比較 して騒音公害は局地的な も の

が大半 を 占め , 本県におい て も 苦情陳情件数 も かな り 高い比率 を示 し てい る 。

( 1 ) 工場騒音実態調査

騒音 を規制す る に あ た り 昭和 4 5 年度騒音発生工場お よ び環境騒音の音量を

あ ら か じ め は握す る 必要が あ っ た た め 米子市, 境港市を中心に調査を実施 した 。

騒音発生工場 9 0 の う ち , 敷地境界線 の騒音 レヘル が 5 0 ホ ン ( A ) 未満 1 1

工場 , 5 0 ~ 5 9 ホ ン ( A ) 9 工場 , 6 0 ~ 6 9 ホ ン ( A ) 2 6 工場で 7 0 ホ

ン ( A ) 以上は約半数の 4 4 工場あ っ た 。

表3 ー3 一 ↑ 工場音量調査実施工場の業種別 用途地域別一覧

蝨＼~用廼廼業種名
工業地域 麓工義 商業地域 住居地域

そ の 他の
地 域

計

食 料 品 2 ( 1 )

繊 維

衣服 そ の 他

木材 ･ 木 製 品 8 (5)

家 具 装 備 品

紙 ･ バ ル ブ

出 版 印 刷

窯業 土石製品 1 ( 0)

鉄 鋼 業 2 (1 )

金 属 製 品 8 (2 )

機 械 工 業 4 (1 )

讓繊麗r (o )

8 (7 )

1 ( 1 )

1 (0 )

1 (1 )

1 (0 )

1 (0 )

5 (4 )

( 1 )

1 (0 )

1 ( 1 )

1 (0 )

1 0 ③

1 (0 )

5 ( 1 )

5 (5 )

1 ( 1 )

3 ( 2)

2 ( 2)

1 ( 1 )

( 1 ) ▲4リムームー▲1▲nさ1▲･1▲QU
2 9 節)

1 (0 )

7 ( 1 )

1 7 Q a

2 ( 1 )

1 (0 )

5 (2 )

7 (3 )

5 (2 )

( 3 )

8 (2 )

2 (0 )

1 ( 0 )

評 l 2 1 Q O 1 3 (9 ) 1 鎌の 2 9 2の 1 7 9 O 惣の

( 注 ) ○内 の 数値は 米子市に お け る 騒音規制法を適用 した場合, 昼間の規制基

準を 上廻 る 工場数
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こ れ ら工場の各種施設の う ち , と く に 騒音 レベルの 高い施設は , 洗び ん機 , 帯

の こ 盤 , 丸 の こ 盤 , パ ー カ ー , チ ン バ ー , チ ェ ン ソ ー , 製本機, 高速切断機, 鍛

造機 , 送風機で騒音 レベルは 9 0 ~ 1 0 0 ホ ン ( A ) 程度であ る 。

ま た , 環境騒音調査 を工業地域 ( 米子市 1 境港市 1 ) 商業 , 準工業地域 ( 米

子市 5 境港市 2 ) お よ び住居地域 ( 米子市 1 境港市 1 ) の 。十 1 1 地点に つい

て , 6 時か ら 2 1 時ま で 1 時間毎 1 0 分間測定 した結果は図 8 ー 3 ー 1 の と お り

で , 全般的に交通騒音の影響が大 き く , 8 時か ら 1 9 時ま では騒音 レベルが高 く

6 時頃は騒音 レ ベルが低い 。

図 3 ー3 ー 1 環 境 騒 音 調 査 の 結 果 図
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昭和 4 7 年度 は , 4 市にお け る環境騒音の 実態調査を行な っ た 。 調査地点は道

路に 面す る地域 と 道路に面 さ ない地域 を第 2 種, 第 8 種の区域内か ら選び , 更に

道路に 面する 地域に つい て は , 2 車線 と 2 車線以上の道路に区分 し , 鳥取市, 倉

吉市 , 米子市各 8 地点 , 境港市 6 地点計 8 0 地点 と し , 各地点に おいて 6 時か ら

2 時間お き に 1 8 時ま で 7 回 お よ び 2 2 時の 1 回計 8 回測定 を行な っ た 。

測定結果は表 3 ー 3 ー 2 の と お り 最 低 8 4 ホ ン鱒, 最高 7 4 ホ ン囚 と かな り 幅

を示 し , 7 0 ホ ン鱒を越 え た回数は , 鳥取市 5 回 , 倉吉市 1 回 , 米子市 6 回 , 境

港市 0 回計 1 2 回であ っ た 。

各地点の測定値を国が示 した環境基準 と 比較 してみ る と

く1 ) 3 0 地点 に お け る 2 4 0 回の測定結果の う ち , 環境基準に適合 していた のは

1 6 0 回 ( 適合率 6 6 6 % ) で , こ の地域別内訳は , 道路に面す る地域 5 5 回

(瓣 4 5 8 % ) , 道路に面 さ ない地域 1 0 5 回 ( 8 7 5 % ) であ る 。

くめ 各市別に適合率をみ る と 鳥取市 5 0 % ( 道路に面する地域 1 8 7 % , 道路

に面 さ ない地域 8 1 . 8 % ) 倉吉市 7 9 7 % ( 6 8 7 % , 9 0 6 % ) 米 子市

5 9 3 % ( 3 4 . 4 % , 8 4 . 4 % ) 境港市 8 1 8 % ( 6 6 . 6 % , 9 5 8 % ) と

な り 鳥取市 と 米子市 , 倉吉市 と 境港市がほぼにか よ っ てい る 。

(3) 測定区域別に みる と , 道路に面す る地域の 2 車線以上の第 2 種区域が最 も 適

合率が低 く , 道路に面さ ない地域の第 3 種区域はすべて基準に適合 してい る 。

(4) 各測定地点ご と に み る と すべて の基準に適合 した のは , 道路に面す る 地域

では倉吉市の 2 地点 ( 八幡町入 口 労働会館前 ) , 道路に面 さ な い地域では鳥

取市 2 地点 ( 清水建設裏, 市立病院裏 ) , 倉吉市 2 地点 ( 光明寺前, 吉祥院前 )

米子市 2 地点 ( 四 日 市町角 , 日 産 プ リ ン ス裏 ) , 境港市 2 地点 ( 外江町角, 丸

神海産裏 ) で あ る 。 逆に すべて基準に 適合 しな か っ た の は , 鳥取市田 園町 ポ -

-前 , 米子市東福原 B S タ イ ヤ 鳥取 ( 版 ) 前の 2 地点であ っ た 。

(5 ) 測定時間帯別の適合率をみ る と 6 時で 9 0 % ( 道路に面す る地域 8 0 % ,

道路 に 面 さ ない地域 1 0 0 % ) 8 時~ 1 8 時 6 4 . 4 % ( 8 8 9 % , 9 0 % )

2 2 時で 5 6 6 % ( 5 3 3 % , 6 0 % ) であ り , 生活活動が行な われ る 時間帯

の適合率が低 く な っ てい る 。

な お , 騒音測定と 同時に 運行車両台数の 調査 を行な っ た が , 5 分間に 1 0 0

台 を越 え た 回数 は 鳥取市 1 7 回 , 米子市 7 回で , 倉吉市 , 境港市は 1 0 0 台以

下であ り ま た 8 回の平均車両台数が 1 0 0 台以上の 地点は , 鳥取市田 園町 ホ



3 ー3 -4 自動車交通量の推移

市名 路 線 名 観 測 地 点 名
自 動 車 台 数

対前回比
昭和23年 昭和 28年 昭和33年 昭和 37年昭和4 0年 昭和4 8年 昭和46年

鳥取市
一 般 国 道 2 9 号

“ 5 3 号

主要地方道鳥取 停 車 場 線

一般県道西町鳥取停車場線

鳥取市東町

" 元町

" 永薬温泉町

" 瓦町

3 3 8

3 4 1

306

1, 3 4 1

1 5 4 3

1,6 1 9

2, 8 6 6

1, 9 5 8

1,8 5 0

儀 30 4

4,5 27

a8 7 8

与 1 8 2

核6 1 2

銭 1 0 9

仏 1 う 9

9 20 8

1 九8 9 6

Z 8 5 3

GO 9 5

1 35 1 6

1 仏70 8

9 6 3 8

Z 06 5

L4 7

L24

L23

L 1 6

倉吉市
一 般 国 道 1 7 9 号

" 8 1 8 号

倉吉市福庭

" 宮川町

35 5 4 35

a6 4 3

8 23

与 2 4 2

れ0 8 8

G5 8 2

4P 5 8

1 0 3 67

G8 4 6

88 5 5

L6 9

Q8 5

米子市
一 般 国 道 9 号

" 9 号

主要地方道米子 停 車 場 線

米子市車尾

〃 中町

〃 明治町

1 2 3

4 9 9

6 1 6

し6 1 2

し 28 7

鉈6 7 6

a38 0

窃 2 3 1

巍 2 20

勿 8 6 6

l q5 3 5

1 a80 4

l q35 3

1 Z 2 1 1

1 635 9

95 3 6

L6 3

1 2 8

Q9 2

備考 自 動車台数は , 観測 日 ( 春季 2 日 , 秋季 2 日 ) の 1 日 平均 ( 1 2 時間 ) の 台数であ る 。

米子市市街図

1 米子市車尾
2 “ 中町

3 " 明治町
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第 2 節 騒音防止対策

1 騒音に係る 環境基準 ( 昭和 4 6 年 5 月 2 5 日 閣議決定 )

環 境 基 準

環境基準は , 地域の類型お よ び時間の区分ご と に次表の基準値の欄に掲げ

る と お り と す る 。

賎域塗
時 間 の 区 分

該 当 地 域
昼 間 朝 夕 夜 間

AA

A

B

4 5ホン㈹
以下
5 0 ホン㈹

愁霞ホン㈹
以下

4 0ホン㈹
以下
4 5ホン㈹
以下
5 5 ホン 問
以下

3 5 ホン㈹
以下
4 0 ホン㈹
以下
5 0 ホン禽
以下

環境基準に 係る 水域及び地域の指

定権限の委任に関す る 政令 ( 昭和

4 6 年政令第 1 5 9号 ) 第 2 項の規

定に基づき都道府県知事が地域の

区分ご と に指定す る地域。

( 注 ) 1 A A を あ て は め る 地域は , 療養施設が集合 して設置 さ れ る 地域な 必 と

く に 静穏 を要す る 地域 と す る こ と 。

2 A を あ ては め る地域は , 主 と し て住居の用 に 供 さ れ る地域 とする こ と 。

3 B を あ て は め る地域は , 相当数の住居 と 併せて商業 , 工業等の 用に供

さ れ る 地域 と す る こ と 。

た だ し , 次表に掲げる 地域に該当す る地域 ( 以下 ｢ 道路に面す る地域 ｣ と い う。 )

に ついて は , そ の環境基準は上表に よ ら ず次表の基準値の欄に掲げるとお り と す る 。

地 域 の 区 分
時 間 の 区 分

昼 間 朝 夕 夜 間

A地域の う ち 2 車線 を有す る道
路に面する地域

A地域の う ち 2 車線を越 え る 車
線を有する 道路に 面す る地域

B地域の う ち 2 車線以下の車線
を有す る道路に 面す る 地域

B地域の う ち 2 車線 を越 え る 車
線 を有す る道路に 面す る地域

5 5ホン約以下

6 0 ホン囚以下

6 5 ホン鱒以 下

6 5 ホン囚以下

5 0 ホン㈹以下

5 5ホン翁以下

6 0 ホン囚以下

6 5ホン囚以下

4 5 ホン㈹以下

5 5ホン約以下

5 5ホン鱒以下

6 0 ホン鈎以下

備考 車線 と は , 1 縦列の 自動車が安全かつ円滑に走行する た め に必要な 一定の
幅員 を 有す る帯状の車道部分をい う 。

2 法 ･ 条例に よ る規制

(1 ) 騒 音 規 制 法

騒音規制法 ( 昭和 4 3 年 6 月 ) は , 指定地域につ いて騒音を規制 して い る 。
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本県は , 昭和 4 4 年 8 月 1 日 か ら 鳥取市 , 米子市 ( 市街地 ) を指定地域 と して

騒音 を規制 して い る 。 昭和 4 5 年 1 2 月 騒音規制法の 一部改正に よ り , 特定の

建設作業 も あ た ら し く 規制対象に加 え られ, 昭和 4 6 年 6 月 2 4 日 か ら 規制 さ れ

た。 規制の権限は指定地域の市長に委任 さ れ , 規制基準に 適合せず周辺の環境

が阻害さ れ た場合は , 計画変更や改善の勧告 , 命令に よ っ て 規制する し く み と

な っ て い る 。

騒音規制法に よ る規制地域及び特定工場等の規制基準

( 鳥取県告示第 5 5 2 号 ｢昭和 4 6 年 6 月 2 4 日 ｣ )

特定工場等に おいて発生する 騒音及び特定建設作業に伴 っ て発生す る 騒音に

つい て規制す る地域

鳥取市及び米子市の区域の都市計画用途区域

備考 鳥取市都市計画用途区域 (建設省告示第 2, 9 0 1 号昭和 4 1 年 8 月 2 4 日 )

米子市都市計画用途区域 (建設省告示第 1 , 5 0 9 号昭和 4 4 年 4 月 1 7 日 )

特定工場等におい て発生する 騒音に つい ての規制基準

時間の 区分

区域の区分

昼 間

に導き
朝 夕

ほ礬霧〕
夜 間

殴礬な〕
第 2 種 区 域 6 0 ホ ン 5 0 ホ ノ 4 5 ホ ン

第 3 種 区 域 6 5 ホ ン 6 5 ホ ン 5 0 ホ ン

第 種 区 域 7 0 ホ ン 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン

備 考

第 2 種区域

第 3 種区域

第 4 麓区域

住居の用 に 供 さ れ て い る た め , 静穏 び保持 を 必要 と す る 区域。

住居の 用 に あわせて商業 , 工業等の 用に 供 さ れ て い る 区域て あ

って , そ の 区域 内 の 住民の 生活環境 を保全す る た め , 騒音 の 発

生を防止す る 必要 か あ る 区域)

主 と し て工業等の 用 に 供 さ れてい る 区域て あ っ て . そ の区域内

の 住民の生活 環境を 悪化 さ 廿な い 匙 め , 著 し い騒音の 発生 を防

止す る 必要かあ る 区域 。
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と く に騒音で苦情の多か っ た米子市久米町の ( 株 ) 山陰金属工業は昭和 4 7 年

7 月 末鍛造工場の み を 島根県安来市に移転 し , ま た , 倉吉市駄経寺の ( 株 ) 明治

機械製作所は , 昭和 4 7 年 8 月 1 5 日 裏山に鍛造工場を移転 し , さ ら に 防音設備

を設置 し , 騒音問題 を解決 した。

騒音規制法に よ る特定施設お よ び特定建設作業は表 3 ー 3 ー 5 の と お り であ る 。

表3 一G 一5 騒音規制法に基づ く 特定施設および特定建設作業の届 出数

(1 ) 特定施設の種類別届 出件数 ( 昭和 4 8 年 8 月 末 日現在 )

種 類 、、~＼ 市 名 鳥 取 市 米 子 市 計

1 金 属 加 工 機

2 空 気 圧 縮 機 等

3 土 石 用 破 砕 機 等

4 織 機

5 運 搬 用 資 材 製 造 機 械

6 穀 物 用 製 粉 機

7 木 材 加 工 機 械

8 抄 紙 機

9 印 刷 機 械

1 0 合 成 樹 脂 用 射 出 成 型 機

1 1 鋳 型 造 型 機

計

届 出 工 場 事 業 場

1 5

1 9

1

O

1

O

2 3

1

2 3

1

1

8 5

7 1

1 7 5

7 4

O

O

1 8

O

6 1

O

4 3

O

3 9

4 0 5

7 5

1 9 0

9 3

1

O

1 4

O

8 4

1

6 6

1

4 0

4 9 0

1 4 6

(2) 特定建設作業の種類別届 出件数

種 苗、~＼･ 市 名 鳥 取 市 米 子 市 計

1 〈 い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業

2 び ょ う 打 機 を 使 用 す る 作 業

3 さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業

4 空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業

5 コ ンク リ ー ト プ ラ ン ト 等 を 設けて 行 な う 作業

6 破 砕 機

計

2 2

2

2

O

2 6

1 5

O

8

1

1

2

3 7

O

1 0

8

1

5 1
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(2) 公害防止条例

近時 , ビ ル等の増加に伴い冷房用の ク ー リ ン グ タ ワ ーの騒音が問題 と な っ て

き た の で , こ れ を公害防止条例に よ っ て昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規制す る こ と

と し , 基準値は 騒音規制法に 準拠 した 。

表3 一3 ー 6 鳥取県公害防止条例に よ る騒音関係特定施設の規模

施 設 名 規 模

ク ー リ ン グ ･ タ ワ ー 送風機の原動機の定格出力が o 7 5 キ ロ ワ ッ ト 以上

の も の に限 る 。

ま た , 深夜の 静穏 を保持する た め , 全県下の工場 , 事業場等のすべて の事業

活動に伴 う 深夜 ( 午後 1 0 時か ら翌 日 の午前 6 時ま で ) の騒音を昭和 4 7 年 4

月 1 日 か ら 規制す る こ と と した 。 事業活動すなわ ち , 物の製造 , 加工に伴 っ て

発生す る騒音の ほか , た と え ば飲食店 を営む こ と に よ っ て派生する 音楽放送 ,

ソ ド演奏お よ び 嬬声な どの騒音 も 含め て規制 さ れ る こ と と な っ た 。

表3 ー3 ー 7 鳥取県公害防止条例に よ る深夜騒音の規制基準

区 域 の 区 分 基 準 値

1 騒音規制法第 8 条第 1 項の規定に基づいて指定 さ

れた第 8 種区域及び知事が別に定め る 区域
5 0 ホ、 ソ

2 騒音規制法第 8 条第 1 項の規定に基づい て指定 さ

れた第 4 種区域及び知事が別に定め る 区域
6 5 ホ ン

8 1 及び 2 に掲げる 区域以外の区域 4 5 ホ、 ソ

表3 一G 一8 鳥取県公害防止条例に基づ く 騒音関係特定施設届出数

( 昭和 4 8 年 8 月 3 1 日現在 )

施 設右＼~･五名 鳥 取 市 米 子 市 計

ク ー リ ン グ タ ワ ー

届 出 事 業 場

5 7 台

3 1

4 7 台

3 5

1 0 4 台

6 6
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第 4 章 悪 臭

概 況

一般に悪臭 と は そ わ れわ れ に 礫蕾感 不快感 を 与 え る に お い - と さ れ て / ･ る か

臭気 は 個 人に よ り 感ず る 程度か異な り , 臭気物質 も 多種多様であ る た め現実 に ど

の よ う な 臭気 の , ど の 程度の凄 さ を 悪臭 と し て シ ら え る か非常に むつ か し い問題

が あ る 。

こ の よ う な 感覚的被害であ る 悪臭は , 古 く か ら 苦情 と い う 形で処理 さ れ て ゾ 、 た

が , 最近の 産業の 発展 , 企業の 拡大, 急激な 都市化等 ‘こ と も な っ て , 国民 の 快適

な 生活環境 を そ こ な う 公害の 一つ と し て , 悪臭防止法 ( 昭和 4 6 年 6 月 1 日 制定 )

よ り 規制か 加え ら れ る こ と と な っ た o

1 悪臭物質と 悪臭発生源

( 1 ) 規制 さ れ た悪臭物質

悪臭防止法で現在規制 さ れ て い る 悪臭物質 と 規制基準の範囲 は表 3 ー 4 ー

1 の と お り で あ る 。

表 3ー4ー 1 規制された悪臭物質

分 類 悪 臭 物 質 名 に お , ･ の性質 " 規制茎隼 の蔀圀

窒素化合物

薪費化合物

ア ン チ ー ア

ト ノ メ チ ル ア ミ ン

メ チリノ メ ノン ガ フ タ ン

硫化水素

硫化 メ チ ル

刺激臭

腐 っ た魚臭

腐 っ たた ま ね ぎ臭

腐 っ た卵臭

腐 っ たキ ャ ヘ ッ 臭

1 ~ D P Pm

0 0 0 2 『) 0 0 1

0 0 2 ･一 0 2

0 0 1 『) 0 2

0 0 0 5･】 ○ 0 7

事 業揚が ら 発生す る 悪臭物買

表 3 ー4ー2 主た る事業場か ら発生す る悪臭物質

事務、＼~＼軍ご臭吻質 美 プ チ-7
･ チノ レ メル I テ 化
マ フタ ノ

硫 化 I 、 メ チル

メ チル ー ア ミ ン
畜 産 農 業 l o ○ 1 0

糞 乾 燥 場 ○
l

i

抜 合 肥 料 製 造 業 〇 〇
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事業場 、、~、逕臭物質 ア ソモー ア
メ チゾレメル

力ブタ ン 寮 簔
硫 化
メ ラウレ

ト J メ チル

ア ミ ン

で ん 粉 製 造 業 ○ ○

化 製 場 ○ 〇 〇 ○ ○

魚 腸 骨 処 理 場 〇 ○ ○ ○ ○

フ ェ ザ ー 処 理 場 ○ ○

ゞ み 処 理 場 〇 ○ 〇 〇

し 尿 処 理 場 〇 ○ ○ O

下 水 処 理 場 ○ ○ ○ ○

ク フ フ ト バ ル ブ 製 造 業 ○ 〇 〇

セ ロ フ ァ ン 製 造 業 ○

ビ ス コ ー ス レ ー ヨ ソ製造業 I ○

水 産 か ん 話 製 造 業 I ○

2 鳥取県における悪臭の実態

昭和 4 7 年 7 月 県内に お け る 悪臭 を発生す る 事業場等の実態に つ い て , 各市

町村長に調査依頼 し た結果, 表 3 ー 4 ー 8 の と お り 畜舎に よ る 悪臭が 8 8 % を

占 め て い た o

表 3ー4- 3 悪臭を発生する事業場等の実態圏査結果

事 業 場 区 分
事 業 場 数

( 百分率 )
備 考

畜 舎 2 9 8 ( 8 8 2% )
豚舎 1 54 ( 52 6 % ) , 鶏舎 6 0 ( 20 5% ) ,
牛舎 79 ( 26 . 9% )

公 共 施 設 8 ( 2 4 )
浄化施設 4 ( 50 0% ) , 焼却場 1 ( 1 2. 5“
と 畜場等 8 ( 37. 5% )

パ ル プ 工 場 2 ( 0 6 ) ( 霧,' 撰努か ら報告 が あ っ た )
食 品 加 工 場 4 ( 1 2 )

食 鶏 処 理 場 4 ( 1 2 )

化製場 , 魚粉製造場 4 ( 1 2 )

ご み置場 , 物の 焼却 3 ( 0 . 9 )
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事 業 場 区 分
事 業 場 数

( 百分率 )
備 考

た い 肥 , 鶏糞乾 燥 5 ( 1 5 )

そ の 他 9 ( 2. 7 )
塗料の悪臭, 排煙に伴 う 悪臭, 汚水
に伴 う 悪臭

討 3 3 2 ( 1 0 0% )

3 悪臭防止法の規制

昭和 4 7年 5 月 3 1 日 悪臭防止法が施行 さ れ , 前 。己 の悪臭物質が指定 さ れ ,

こ れ の規制基準 の範囲お よ び各物質の 測定方法が明示 さ れ た 。

こ の法律の規制の し く みは , 悪臭 を防止す る必要が あ る と 認め る 地域 を規制

地域 と し て 県知事が指定 し , こ の 地域 に つ い て各物質 ご と そこ規制基準値を定め

て , 地域内 の事業場設置者に こ の 基準の遵守義務 を課 し , 基準 を越 え る こ と に

よ っ て地域住民の生活環境がそ こ な われる 場合に は , 事業場設置者に改善の勧

告 , 命令に よ っ て規制 を加 え よ う と す る も の で あ る 。

法の 施行に あ た っ て の 県及び市町村の事務の分担は , 表 8 ー 4 ー 4 の と お り

で あ る 。

表 3 ー4-4 悪臭防止法の事務

県 市 町 村 事 業 場

規制地域 の指定
( 法第 3 条 )

o 規制基準 の設定
( 法第 4 条 )

市町村長の意 見の聴取
( 法第 5 条 )

規制地域 の 指定等の 公
不 ( 法第 6 条 ･

規則第 4 条 )
水路等にお け る 悪臭の
防止 ( 法第 1 2 条 )
関係行政機関等への 協
力要請 ( 法第 1 5 条 )

事業場への改善勧告
( 法第 8 条第 1 項 )

o 事業場への改善命令
( 法第 8 条第 2 項 )

知事に 対す る 要請
( 法第 9 条 )

地域 の指定 , 基準の設
定 も し く は強化 ( 改善
勧告 , 命令 ) に よ る 措
置
悪臭の 測定

( 法第 1 1 条 )
水路等に おけ る 悪臭の
防止 ( 法第 1 2 条 )
報告の徴収, 立入検査
( 法第 1 4 条第 1 項 )
( 身分証明書の交付
( 法第 1 4 条第 2 項,
規則第 5 条 ) )

規制基準の遵守義務
( 法第 7 条 )

o 事故時の応急措置
( 法第 1 0 条 )

悪臭 を生ず る 物の 廃
却 の禁止

( 法第 1 3 条 )
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鳥取県に お い て は, 規制地域 の指定 と 規制基準の 設定に つ い て , 規制地域の

指定 及び規制基準設定の 基本的 な考 え 方につ い て , 昭和 4 7 年 1 2 月 2 5 日 鳥

取 暴 公害対策審議会に諮問 し , 現在部会に お い て審議 さ れ て い る 。

こ の 審議 会の答申 を受け て , 各市町村長の意 見 を聴取 し て , 地域 の 実 情 あ

っ た適正 な規制 を行 な う こ と と し て い る 。

( 参 考 ) 諮問 した基本的な 考 え 方

1 規制地域

(1 ) 都市計画法 に基づ く 都市計画区域 が指定 さ れて い る 地域 に つ い て r ひ , 市街

化区域 を 悪臭 の規制地域 と し て 指定す る 。

都市 。÷画区域 か指定 さ れて い て も 市街化区域 の 指定か な さ れて い な い地

域に つ い て は , 市街化区域に 相 当する 地域 を悪臭の規制地域 と し て指定す る 。

(2 ) その 他の 地域につ い て は , 市街化区域 に準す る 地域 を悪臭の規制地域 と し

て指定す る ‐

(3 ) そ の他多数の 人が集合す る名所 , 旧跡 , 景勝地等 , 多数 の 人が利用 す る 学

校 , 病院 , 老人ホ ー ム 等 の 周辺地域な ど住民の生活環境 を 保全す る 必 要 か あ

る と 認め る 地域 を , 実態に応 じて悪臭の規制地域 と し て 指定す る 。

2 規制茎隼 ( 事業場の敷地境界線の地表に お け る 規制基準 )

地球＼淺が悪翅物質 アノとモーア
メテラレメ ノン

カ フ タ ノ

硫 化
水 素

硫 化
メチル

ヘ ノ メチソレ

ア 、 ン 暴 露
市び る
街 こ 地
化れ域
区に

城相
お 当

よ す

主 と して住居, 商業
を中心 と した地域

P血
1

P弧
0 0 0 2

P皿

0 0 2

P皿
0 0 1

P Pm
0 O U D 2 5

主と して工業の用に
供されている地域そ
の他固有の要臭に順
応の認め られる地域

5 0 0 1 0 2 0 9 0 0 7 3 5

上で隼
。己市ず

以街 る
外化地
の 区域
地域

域に

主 と して住居, 商業
を中心 と した地域

1 ~ 2
0 0 O Z

、】○ 0 0 4

0 0 2

~○ 0 6

0 0 1

饑) 0 0 D

0 ] ) D

･一0 0 2
2 5･} 3 0

主 と して工業の用に
供きれている地域そ
の他固有の悪臭に順
応の認め られ る地域

5 0 0 1 0 2 O Z 0 0 “ 3 0

その他の地域
学校, 病院等の周辺
纖

1 ~ 5
0 0 0 2

･一0 0 1

0 0 9

、〕0 2

0 0 1

亀)0 2

0 0 0 5

、) 0 0 7
9 5･)3 5

主 ン して農業, 漁業
のなめ } 洪 されてい

っ鰄

5 0 0 1 O 0 9

I

0辱 め



一 1 2 1 .-

第 5 章 そ の ほ か の環境汚染物質

第 1 節 休廃止鉱山の重金属

｢ 農用 地の土壌の汚染防止等に 関す る 法律 ｣ ( 昭和 4 5 年 1 2 月 2 5 日 法律第

1 8 9 号 ) では , 土壌汚染の原因 と な る 物質 と して , 現在 , カ ド ミ ウ ム , 銅が指

定 さ れ て い る が 今後 さら に他の重金属につ い て追加指定 さ れ る こ と に な っ て い

る 。

カ ト ゥ ム は , 人の健康上問題 が あ る も の と して , 銅は , 農作物等生育上問題

が あ る も の と して と り あげ ら れ, カ ド ゥ ム につ い ては , 玄米中の含有量 1 p p

m 以上の も の , 銅に つ い て は, 土壌中 の含有量が 1 2 5 p p m以上の も の を それ

ぞれ被害が あ る と し て い る 。

休廃止鉱山 の な かで, 現在 ま で鉱害 と し て 問題 に な た も の は , 岩美町荒金 の

岩美鉱山"鳥取市百谷 の百谷鉱山で あ る 。

o 岩美鉱山

明治 2 2 年 に 開坑 さ れた銅鉱 山 で あ る 。 大正 1 2 年 日 本鉱業 ( 株 ) の 経営 と

な り , 昭和初期に 最盛期 を迎 え た が そ の後鉱況はすい微 し , 昭和 2 0 年以降

は坑水中の沈澱銅 を採取 して い た 。 昭 和 3 2 年 中 国鉱 業 ( 株 ) は , 鉱業権を

議受け た が そ の後経営不振 と な っ て昭和 4 6 年 4 月 5 日 鉱業権を放棄 し た。

銅 を 含 んだ鉱水が下流の小 田川流域の水田約 2 0 0 ヘ ク タ ールに被害をお刻ま

し , 昭和 1 5 年頃か ら鉱害問題 と し て と り あげ ら れ , 昭和 2 0 年か ら 日 本鉱業

( 株 ) さ ら に 中国鉱業 斜珠 ) は毎年補償 を行 な い 昭和 3 生年に は総額 4 4 4

万 円 の打切 り 補償 を行 っ て い る o

閉 山 に際 し て , 広島鉱山保安監督部の 命令 ( 昭和 4 6 年 6 月 ? 日 ) に よ り ,

坑 口 の閉 そ く , 湧出 し て く る坑水中 の銅の除去設備を設置 した 。 し か し , こ の

設 備 では , 稲木場用 水路 ( 最初 の利水 点 ) に お け る銅の 含有量 を 0 0 6 p p m以

下 ( 渡 良瀬川 の環境基準 ) に す る こ と は む づか しい た め , 県に お い て , 通産

省 の補助 を う け て , 全国では初め て休廃止鉱山の 水流式坑水処理施設 , 中和処

理施設の建設に かか り 昭和 4 8 年 6 月 に は完成を予定 し て い る 。

昭和 4 7 年度 2 2 3 5 0 千円

昭和 4 8 年度 1 7, 3 5 9 千円
事業費 8 9, 7 0 9 千円 (
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事業内容 水洗式坑水処理施設

中和処理施設

堆積場の 設置お よ び整備

ま た , 鉱 さ い土砂の 流出防止の た め の荒廃砂防事業 と して建設省の補助を う け

て昭和 4 字年度において, 事業費 3 0 , o o o千円をも っ て砂防ダム嵩上工事を実施した。

( 嵩上 2 メ ー ト ル 延長 9 6 メ ー ト ル )

鉱害調査 昭和 4 5 ~ 4 6 年に かけ て実施 した調査では

(1 ) 農業用 水

鉱山排出 口 で, P H 3 1 ~ 4 1 , 銅 は 4 0 ~ 8 8 p p mで極め て多 く , カ

ド ウ ム は 0 0 0 7 p pm が検出 さ れ た 。 稲木場用 水路 ( 最初の 利水点 ) では

P H 4 8 ~ 6 7 , 銅は 0 0 9 ~ 1 0 5 p p m を検出 し た が カ ト ミ ウ ム は検出 さ

れ な か っ た 。 太 田堰用 水路 では , 銅は 0 0 1 9 ~ 0 . 0 7 6 p p m に減 じ て い る 。

(2) 玄米 , 土壌

そ れぞれ同一地点 に お い て採取 し た 8 0 地点の玄米の う ち 2 1 地点の玄米 に

人為的汚染 ( カ ト ミ ウ ム 0 4 p p m以上含有 ) が認め ら れ , 土壌 に つ い て は

米 の収量に影響が あ る と 判断 さ れ る 1 2 5 p p m以上の銅を含有 して い た土壌

が 1 7 地 点 あ っ た。

(3) 保有米 , みそ

カ ド ミ ウ ム につ い て , 小 田川流域の 農家 と 非汚染地域 ( 岩美町廷楽寺 , 池

谷 , 黒谷部落 ) と 比較 して み た 。

保有米は , 小田 川流域平均 0 1 7 0 p pm 非汚染地域 0 0 5 7 p p聾 みそ は ,

小 田川流域平均 0 0 5 5 p pm 非汚染地区 0 0 3 3 p pm と 小 田川 流域の も の に

汚染が認め ら れ た 。

(4 ) 野菜, 牛乳 , 飲料水につ い て は , と く に優位な汚染は認め ら れ な か っ た 。

(5) 健康調査

玄米等に カ ド ゥ ム に よ る 人為的な若干 の汚染がみ と め ら れ た の で , 住民

の 不安 を除去す る た め , 地域住民の尿検査 ( カ ド ヴ ム , 糖 , 蛋白 ) の検査

を行な っ た 。 既婚婦人 1 1 人に対 し最高 0 0 1 8 p p m , 最低 o o o 1 p p mが

検出 さ れ た。 0 0 8 p p m以上検出 した場合は , 精密検査 を必要 と す る が 該

当者がな か っ た 。 しか も , 地域 の 平均 0 0 0 9 p p m以上であ っ た場合 を要観

察地域 の指定の 目 安 と し て い る が, 地域 の平均 は 0 0 0 5 p p mで あ っ た。

』
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昭和 4 7 年度に は , さ ら lこ 鉱山排水, 河川水につ い て追跡調査 し た結果は図

8 ー 5 ー 1 の と お り で あ る 。

図 3 サ5- 1 鉱山排水および河川水水質覊査結果図

第 L ス ノ 堆積場

廃 さ い堆積場 ノし大切 現 大切坑排水
年 月 日 PH カ ト ミ ウム 銅

4 7 5 8

4 7 1 2 1 2

4 8 1 2 5

3 2

3 1

3 2

0 0 0 0

0 0 2

0 . 0 1 9

3 6 0

7 5

5 3 . 3 5

沈 でん銅
施設

沈でん

沈でん池排水

年 月 日 PH カ ト ミ ウム 銅

4 7 1 2 1 2

4 8 1 2 5

3 3

3 4

0 0 2 5

0 0 1 7

7 7

2 7 2 7

魔 さ い堆積場 え ん堤下

年 月 日 PH カ ト ミ ウム 銅

4 7 1 2. 1 2

4 8 1 2 5

5 4

4 8

0 . 0 0 3

0 . 0 0 3

1 7 9

2 6 1

廃 さ い堆積場

営 ダ ム

県営ダム

年 月 日 PH 力 ト ミ ウム 銅

4 7 1 1 8

4 7 1 2. 1 2

4 8 1 2 5

8 2

3 9

3 6

0 0 0 8

0 0 0 5

0 0 1 4

8 0 8

2. 7 7

1 1 7 8

小 田 川

稲木場取水路 ( 第 1 利 水 点 )

年 月 日 PH カ ト ミ ウム l 銅
4 7 1 1 8

4 7. l a 1 2

4 8 1 2 5

6 4

6 . 6

5 9 検事な 務 翁メソ
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o 百谷鉱山

開坑の歴史は 古 い銅 山 で あ る 。 最盛期は 大正 7 年 と いわ れて い る 。 昭和元

年 日 本鉱業 ( 株 ) の経営 と な り 昭和 2 9 年以降, 日 本黒鉛鉱業, 真坂利助 ,

百谷鉱山 ( 株 ) が租鉱権を設定, 銅を採掘 して いた が , 昭和 4 窓年 7 月 3 1 日 鉱

業権弼 棄 し消滅 した。 こ の間 昭和 3 6 年最高 1 , 4 1 8 ト ソノ年 を生産 した 。

閉山に際 して , 昭和 4 6 年 6 月 7 日 広島鉱山保安監督部は , 大切坑 口 の坑道

密閉“ 石灰投入設備の存置等を指示 し, 実施 させ た 。

現在, 農業用水路の新設, 客土事業な ど鉱害防止対策が検討 さ れて い る 。

鉱害調査 ( 昭和 4 7 年度 )

(1 ) 鉱水

カ ド ゥ ム は 0 0 0 2~ 0 2 6 p p m ( 7 検体 ) , 銅は 1 7~ 2 6 8 p pm ( 7回 )

が測定さ れた。 排 水基準力 ド ウ ム 0. 1 P P m , 銅 8 0 p p m を 目 安 と す る

と , そ れぞれ , 2 検体 , 4 検体が排水基準 を こ え て い る 。

大切坑閉そ く 後の湧水は , カ ト ク ム 0 0 0 7〉 0 0 3 9 p pm ( 4 検体 ) 銅

2. 9 2 ~ 2 1 . 7 P P m ( 4 検体 ) が検出 さ れ た 。

(2 ) 農業用 水

第 1 , 第 2 利水点では , 検出せず~ 0 0 1 5 p p m ( 9 検体 ) で , 環境基

準 0 0 1 p p m を越 え た も のが 8 検体あ っ た 。

銅は 0 1 2~ a3 0 p p m ( 9 検体 ) で農業用 水 と しては適当でな い 。

下流の百谷川 , 天神川 ( 4 検体 ) か らは カ ド ミ ウ ム は検出 さ れ な か っ た 。

大切坑閉そ く 後 , 第 1 第 2 利水 点 で カ ト ゥ ム 0 0 0 9 p p m , 銅 0 4 ~

0 7 8 p p mが検出 さ れて い る 。

( 3 ) 玄米 , 土壌等

玄米 2 1 検体の う ち , 人為的汚染 ( カ ド ゥ ム 0 4 p p m 以 下含 有 ) の 認

め ら れた も の が 2 検体あ っ た 。

土壌では , 米の収量に影響が あ る と 判断 さ れ る 1 2 5 p p m以 上の銅 を含有

して いた土壌が , 百谷川流域 の 約 1 ヘ ク タ ール の 水 田 か ら 検出 さ れ , 高濃 度

に 汚染 さ れて い る o

その争他 飲料水 ( 9 検体 ) か ら は カ ド ミ ウ ム , 銅は検出 さ れ な か っ た 。

(4 ) 健康固査

玄米等 に カ ド ウムに よる若干の人為的な汚染が認め ら れ住民の 不安 を除去す る



一 1 2 5 一

た め , 地域住民の尿検査 ( カ ド ゥ ム 糖, 蛋 白 ) を行な っ た。 既婚婦人 1 1

人に 対 し, 最高 0 0 0 6 p p m , 最低 0 . 0 ‘9 2 p p m , 平均 0 0 0 8 3 p P m が検

出 さ れた 。 岩美鉱山の小田川流域住民の健康調査の場合 と 同 じ よ う そこ , 精密

検査 を必要 と する 患者の該当者は な く 異常は なか っ た 。

第 2 節 P C B ( ポ リ 塩化 ビ フ ニ ール ) 汚染

I P C B と は

P C B と は 、、ポ ノ 塩化 ビ フ ェ - -ル、 の 略称で, 殺虫剤の D D T やB H C と

似た構造を も つ塩素化合物であ る 。 石炭や石伯 を原料 と して ビ フ エ - -ル をつ

く り , こ れ に塩素 ( C 1 ) を 吹 き こ ん でつ く る が, 単一の化合物 を つ く る こ と

は困難で, 通常塩素数が 8 し 6 を も っ た化合物 を 中心 と し た混合物であ る 。

塩素数に よ っ て物理化学的性質 も 異 な っ て く る が , 混合物 と して の P C B は ,

次 の よ う に優れた性質が あ る 。

(1 ) 化学的に不活性で, 酸 , ア ル カ j , 水 と 反応 し ない 。

(2) 水に溶け な い が 油や有機溶剤 に よ く 溶け る 。

(3) 低塩素の化合物 を除 き 不燃性 であ る 。

(4) 薄膜状に して も乾燥 し な い 。

(5) 高温で も 金属や合金 を腐蝕す る こ と は な い。

(6) 耐熱性があ り , 電気の絶縁性 も 良 い 。

(7) 他の 物質 と 混合す る こ げこ よ り , 特性 を 向上 さ せ る こ と がで き る 。

2 P C B の規制および対策

(1 ) 国

昭和 4 6 年 3 月 感圧紙へ の使用禁止指導

1 2 月 感圧紙の再生紙原料 と して の使用禁止指導

4 7 年 1 月 感圧紙以外の 開放型の 出荷停止

4 月 三菱モ ソサ ン ト P C B の製造を 中止

6 月 鐘淵化学P C B の製造を 中止

7 月 閉鎖型で回収不能な も のへの使用禁止指導

7 月 特定事業場の排水につ い て の暫定的指導指針設定

8 月 食品等の暫定許容基準設定

9 月 閉鎖型で回収不能な も の に 届出 , 標示の指導 と 管理体制
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の 整備要請

1 2 月 大気中の 暫定排出許容限界設定

　　
(2) 県

昭和 4 7 年 4 月 P C B 対策連絡会議 ( 県庁内関係各課 ) を 開催

4 月 P C B 対策の 大綱 を作成 , 環境汚染調査 を開始

5 月 P C B 使用 の感圧紙の使用 中止 と在庫品の厳重保管を ,

市町村, 主要事業所に要請

5 月 県内電気機器 メ ー カ ーの P C B 使用有無の実態調査

6 月 P C B 使用 の感圧紙の保管管理の徹底 を , 県庁関係 , 市

町村に対 して重ね て要請

6 月 P C B 使用 の感圧紙の 印刷使用禁止 を県印刷 工業組合理

事長に要請

6 月 検査体制強化のた め , 分析機器 ( カ ス ク ロ ) を新規購入

8 月 通産省か ら , 処理方法の 指示は 4 8 年度内に行 な う が

保管は散逸 し な い よ う 管理 し, 直射 日 光 を さ け 高温に な

ら ぬ よ う 通知 ( 照会に対する 回答 )

9 月 P C B の排水等の暫定的指導指針 ( 7 1 7 設定 ) に 基づ

き , 該当事業場に排出水質の管理の徹底方 を指示

9 月 食品等の P C B 暫定基準 ( 8 2 4 設定 ) lこ つ い て , 各保

健所に 周知徹底

1 0 月 P C B使用感圧紙につ い て , 通産省照会の 回答事項 を市

町村に通知 し , 保管管理の徹底 を要請

1 2 月 P C B 使用感圧紙につ い て , 年末清掃の際回収業者等に

流出 ま た は焼却等 を行 なわ な い よ う 県庁関係 , 市町村 ,

主要事業所に要請

3 P C B 汚染掲査結果

(1 ) 環境汚染調査

ァ ごみ処理場

4 施設につ い て調査を行 な い 鳥取市焼却場の残灰か ら 6 7 p p m , 鳥

取市堆肥化処理場の堆肥か ら 3 4 p p m , 中部総合事務所焼却場の残灰か

ら 1 6 p p m , 米子市焼却場の沈澱池底泥か ら 0 6 p p m のP C B が検出
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さ れた 。 なお , 米子市焼却場の残灰か ら は検出 さ れな か っ た 。 ま た , 6 7

p p m も 検出 さ れ た鳥取市焼却場の残灰につ い て , そ の後の 3 回 に わた る

追跡調査 を実 施 した と こ ろ , 何れ も検出 さ れ なか っ た。 こ れは持 ち込ま れ

た廃棄物に左右 さ れた も の と 考 え ら れ る 。

イ 下水処理場施設 , し尿処理施設

鳥取市の 処理場に つ い て下水の流入水 と , 処理後 の排出水か ら は , 検出

さ れな か っ た 。

ま た , ト イ レ ッ ト ぺ "バー等か ら の 2 次汚染が懸念 さ れた鳥取市, 米子

市の処理場の排出 水か ら も 検出 さ れ な か っ た 。

ゥ 都市河川

鳥取市 , 米子市 , 倉吉市 を流れ る 4 河川につ い て, 水質 1 検体, 底泥 6

検体の う ち, 底泥 5 検体か ら P C B が検出 さ れた 。 し か も 河川下流の底泥が

上流の そ れ よ り P C B が高い数値を示 して い る 。

都市河川 の汚染は , 家庭か ら排出 さ れ る 食品等の残渣に よ る 汚染はやむ

を 得な い と し て も , 直接河 川へ の廃棄物の投棄につ いて厳重監視す る必要

が あ る 。 ま た , 家庭電気製品の よ う な P C B を使用 した閉鎖系器具器材の

廃棄, あ る い は廃品回収処理に つ い て は注意する 必要があ る 。

ェ 港湾

米子港の 1 例では不検出 。 賀露港内 では 8 地 点 ( 西側船着場 と , そ の対

岸な ら びに そ の 下流 ) の海水か ら は検出 さ れ なか っ た も の の , 西側船付場 ,

東側の 上流の底泥か ら 0 0 7 ~ 0. 2 p pm検出 さ れ た。 こ の 2 地点 の底質 は泥

状 を呈 し てお り 千代川か ら の P C B 汚染物の流入, 賀露町か ら の 汚水の

流入等が汚染原因 と 考 え ら れ る 。

オ 故紙再生業排水水域

県内 の 6 業者につ い て排水 6 検体, 放流河川 の底泥 1 1 検体の 検査 を実

施 した 。

水質 の検査の結果 1 2 検体中 , 1 検体か ら P C B の定量限界 0 0 1 p p

m を越 え る 0 0 9 P p m が検出 された。 こ の 工場排水は他の検体 と 異な り ,

放置 してお いて も沈澱せず, コ ロ イ ド様に 白濁を呈 して いる こ と か ら P C

B を吸着 し た粘土や , P C B を含んだバ ル ブ繊維が排水中に 混入 した状態

で流出 した も の では な いか と 推定 さ れ る 。 こ の 工場について は そ の 原因 を
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追跡す る た め , 排出 水の再検査, 流入河川 の下流水域の 水質検査 を実施 し

た と こ ろ , いずれ も P C B は検出 さ れな か っ た 。

底質に つ い て は 0 1 ) 3 9 p p mが検出 さ れ たが 排水路にバルブ質残滓 が

多 く 流出沈澱 して い る 底泥ほ ど高い値を示 して お り バル ブ質 の排出防止

の措置が必要であ る o

故紙再生業者につ いては , 処理す る 原料の厳選 , と く に P C B 使用 の ノ

ー カ ーボ ン故紙の選別 と 使用禁止が第一であ る 。 ま た , 処理施設 を 完備 し

て , バ ル ブ 繊維 を流出 させ な い措置が必要であ る 。

カ ノ ーカ ーボ ン紙

昭和 4 6 年 5 月 以降納品 さ れた県庁内使用 の ノ ー カ ーボ ン紙 は , 4 検体

か ら 最高 4 5 , 0 0 o p p m , 最低 1 9, 0 0 o p p m が検出 されたが 感狂紙か ら

は通常万単位のPCB が検出 さ れ る こ と か ら , 他の 1 し 8 0 0 p P m が検出 さ

れた も の は , 検体が検査以前に接触者の指等に よ り 二次汚染 さ れ た り 印

刷 イ ン キ等に よ り 汚染 さ れ た も の と 推定 さ れ る 。

ノ ー カ ーボ ン紙の う ち , P C B が使用 さ れた も の は高濃度に含有 さ れて

い る た め , 使用禁止 と と も に , 使用済みの も の は厳重保管 を 指示 し て い る

と こ ろ であ る 。

キ 上水道源水

鳥取, 倉吉 , 米子 8 市の上水道の 源水の集収河川 であ る 千代川 ( 鳥取市

叶 ) , 竹 田川 ( 倉吉市上田 中 ) , 日 野川 ( 米子市戸 上 ) の 水質 , 底質か ら

は検出 さ れな か っ た 。

(2) 食品等汚染調査

ァ 魚介類

境水道沖 , 中海 , 千代川で漁獲水揚げ さ れた 9 検体か ら 0 1 ~ 0 5 p p

m が検出 さ れた 。 ま た , 美保湾 , 隠岐島沖で漁獲 さ れ県内 の 消 費量の 多い

魚 1 6 検体か ら も o o 0 5~ 0 1 o p p m が検出 さ れた が 暫定基準 ( 内海内

湾魚介類 3 0 p p m , 遠洋沖合魚介類 0 5 p p m ) 以 下で あ っ た 。

なお , 魚種ではば ら が最高 の o 5 p p m , ま た松葉が に , 親 がに は 肉部

に は検出 さ れて い な い が , "= , みそ か ら は 0 0 3 し 0 1 5 p p m検出 さ れ

たo

イ 牛乳
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県内 処理業者の 6 製品は汚染が認め ら れ な か っ た 。

ウ 食 肉 , 鶏卵

県内産の牛 , 豚 , 鶏 の食肉 か ら は , 鶏肉 か ら 0 0 3 p p m が検出 さ れた

が こ の数値は 肉類の暫定基準 o 5 p p mの 帝以下で あ る 。 飼料中の 魚粉に

よ る も の と さ れて い る 。 鶏卵 1 検体か ら は検出 さ れな か っ た 。

ェ 乳足食品

県外産の フ イ ス フ レ ー ク ( お か ゆ の も と ) 1 検体か ら , P C B が 0 0 4

p p 中検出 さ れた 。 ( 暫定基準 な し )

オ 野菜果物

県内産の な す , き ゅ う り かぼ ち ゃ , な しの 1 1 検体か ら は P C B は検

出 さ れ な か っ た 。

力 容器包装

な しの容器, スチ ロ ールパ ッ ク 2 検体の う ち 1 検体か ら 0 0 5 p p m が検

出 さ れ たが 容器包装の暫定基準 5 0 p p m の 1 6 。 量 であ る 。
な お , 兵庫県に 出荷 し た な し の 包装紙か ら暫定基準 を上回 る 7 9 P P m

が検出 さ れた が こ れは愛媛県で生産 さ れた紙に 県内業者が印刷 して販売

した も の で , ただ ち に 未使用在庫品 を回収 し , 移動禁止処置 を講 じた 。

3 人体汚染

人体汚染の 1 つ の 指標 と し て 産婦の母乳に つ い て , 都市 , 農村 , 漁村の 3 地

区に わ け 1 6 名 の検査 を実施 した 。

P C B は , 1 6 名全員か ら検出 さ れ , 最高 0 0 3 p p m , 最低 o o o 5 p p

m であ っ た 。 三地区の平均値を み る と 漁村地区 0 0 1 5 p p m , 都市地区 0. 0

1 4 p p m , 農村地区 0 0 0 8 p p m と な り , 漁村, 都市地区の 間に は大差は

な い が , 農村地区は低い数値 を示 し て い る 。 こ れ を全国的に み る と 本県の場合

の最高値の 0 0 3 p p mは , 大阪府の 0 7 p p m, 京都市 0 8 P p m , 神戸市

0 2 p p m に比 して は る かに低 い数値であ る 。

表 3ー5ー 1 他府県との比較

都道府県名 検体数 平均値 最 高 L 最 低 備 考

大 阪 1 5 0 3 0 7 0 1 第 1 回検査 .

大 阪 9 0 0 8 0 2 4 0 0 3 第 2 回検査
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都道府県名 検体数 平均値 最 高 最 低 備 考

福 岡 1 7 0 0 2 5 0 0 6 0 0 0 4

愛 知 5 0 0 9 1 0 0 4 1

高 知 1 6 0 0 3 0 0 5 0 0 0 1

富 山 3 0 0 0 3 4 0 1 0 3 0 0 0 8

京 都 市 4 3 0 0 5 0 3 1 0 0 1

神 戸 市 1 8 0 0 7 9 0 2 0 0 0 3 l

名 古 屋 市 1 0 0 0 3 8 0 0 4 8 0 0 2 3

鳥 取 1 6 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 5

( 都市地区 ) 6 0 0 1 4 0 0 2 6 0 0 0 5

( 農村地区 ) 5 0 0 0 8 0 0 1 4 0 0 0 5

( 漁村地区 ) 5 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 6

幸 い 鳥取県に は , P C B を直接取扱 う 工場はな く , 現在 ま でに 検出 さ れた P

C B の数値は他の 都道府県 と 比較 して低 い が こ れ以上P C B に よ る 環境汚染

の進行 を させ て は な ら な い 。

表 3ー5- 2 鳥取県が実施した汚染嶺査結果

区分 対 象 検 体 名
検査

件数

PCB含量(PFm ) 暫定
基準

①pm)
備 考

最高値 最低値

環境汚染調査
廃棄物処理

施 設

残灰堆肥 8 6 7 0 6
鳥取市 , 倉吉市
米子市

排 水 2 ND ND

繭理 施擬 放 出 水 4 ND ND 鳥取市 , 米子市

港 湾

底 質 4 0 2 ND 米子港, 賀露港

海 水 3 ND ND

都 市 河 川

底 質 6 0 5 ND ー I
旧 袋川 , 旧 加茂
川

水 質 1 ND ND 新加茂川 , 玉川
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区分 対 象 検 体 名
検査

件数

PCB含量@中m )

震甕 備 考
最高値 最低値

環境汚染調査
故紙再生業

排 水 水 域

底 質 1 6 8 9 ND 6 業者の排水水
域

水 質 1 2 0 . 0 9 ND o o l

上 水 道

源 水 水 域

底 質 3 ND ND 千代川 , 日 野川
天神川

水 質 3 ND ND

紙
ノ ー カ ー

ボ ン 紙
1 8 4 5 ,0 0 0 ND

食品等汚染調査 食品
魚介類

内毎内湾 1 2 0 5 0 0 4 8 0

“ま ら , こ の し ろ ,
すず き , あ じ ,
は ま ち , 川 魚

遠洋沖合 1 3 0 1 5 0 0 0 6 0 5

し い ら , さ ば ,
い わ し , い か ,
かれ い , か に ,
沖 いわ し

肉類 ( 牛肉 , 豚肉 ,
鶏 肉 )

3 0 0 3 ND 0 5

牛乳 ( 県内処理 ) 1 5 ND ND 0 1 9 処理場製品

卵 ( 鶏 卵 ) 1 ND 0 2 鳥取市産

育ノ巳用粉乳 ( 県外
製品 )

4 ND ND 0 2

育 ノ巳用 食品 ( 県外
製品 )

1I-- 0 0 4 離乳食

乳 製 品 ( 県内
製品 )

5 0 0 3 ND 1 . O
バ タ ー , 粉乳 ,
れん乳

野菜, 果物 ( 県内
産 )

1 1 ND ND
な す, き ゅ う り ,
かぼ ち ゃ , な し

容器包装
合成樹脂容器

( 成型品 )
4 0 l ND ｣

な し , 豆腐の 客
器

合成樹脂容器
( フ ィ ル ム 伏 )

4 ND ND r 魚肉ね り 製品 ,
バ ン の 包装

燻体鮠 母乳
都市住宅地区母乳 6 0 0 2 6 0 0 0 5 鳥取市産婦

農 村 地 区 母 乳 5 0 0 1 4 0 0 0 5 八頭郡産婦

漁 村 地 区 母 乳 5 0 0 3 0 0 0 0 6 西伯郡産婦

合 計 1 6 9
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( 註 ) 1 N D と は ｢ 検出せず ｣ の略であ る o

a 故紙再生業排水水域の 水質の暫定基準欄の数値は , 環境庁 の暫定的

指導指針の検出限界数値であ る 。

第 3 節 農薬汚染

1 環境汚染

農薬は , 農業生産の安全 と 農産物の品質保持お よび農作業の労 力軽減に 大 き

な効果を も た ら す た め , 多 く の 農薬が開発 さ れ使用 さ れ て き た 。 しか し反面 ,

散布時の 中毒事故 , 農水産動植物の被害がみ ら れ , 特 に 最近農作物, 牛乳等 に

残留す る 農薬の保健衛生上の問題 , 土壌の 汚染 , 水質の 汚濁防止等 の面 か ら も ,

農薬の安全対策の確立が社会的に要請 さ れて き た 。

一般に 農薬に よ る 汚染の経路は , 図 8 - 5 ~ 2 の と お り であ る 。

図 3 ー5ー2 農薬汚染の系路

動 植 物 環

境

水 汚

染

散布 二 土 壌 残留
薬 嵜- 吸収
散 ＼臥布 ゞ l 農 鉦 國 飼料 家 畜
-ぬへ- ↓ 食用 合田

　 　 　 　 　　
対 策 ( 急性毒性 ) 慢性毒性2

(1 ) 国

昭和 4 6 年農薬取締法 を 改正 し , 従来の 薬効 , 薬害の試験成績の ほ か 毒

性お よび残留性の試験成績 を 提示 さ せ , 人畜, 動植物 , 農産物に 直接的な 被

害 を生ず る お それ の あ る 場合に は登録 を保留す る な ど , 登録制度 の 改善 を 図

っ た 。

こ れ に よ り B H C , D D T は農作物へ の使用 は禁止 さ れ, ま た , ド ノ ソ

剤 は土壌残留性農薬に指定 さ れ使用 が制限 さ れた が , こ れ ら農薬の規制 の経

過は表 3 ー 5 - 3 の と お り で あ る 。



表 3一5ー3 使用規制農薬の措置一覧表

農 薬 名 従来の主 な用途 規 制 措 置 規 制 理 由 備 考 ( 代替農薬 )

D D T 剤 野菜, 果樹の 害虫
販売禁止 ( 4 6 年 5 月 1 日 )
使 用禁止 ( " )

残留性が大き く 慢
性毒性 も 大 き い 。 M E P , ダ イ ア ジ ノ ソ ,

マ フ ソ ソ等の有機 り ん剤

N A C , M PMC 等の カ
ーバ メ ー ト 剤B H C 剤

稲 , 野菜, 果樹 ,

森林の 害虫

作物残留性農薬に 指定
森林以外 の使用禁止 ( 4 6 4 . 1 )
使用 の 全面禁止 ( 4 6 1 0 2 3 )
登録取 消 ( 4 6 1 1 . 2 7 )
販売禁止 ( 4 6 1 2 3 0 )

牛乳等の汚染

残留性, 慢性毒性
大 き い 。

ア ル ト ノ ン 剤 野菜の土壌害虫
土壌残留性農薬に 指定

( 4 6 3 3 0 )

林木苗畑以外 の使用 禁止
土壌残留に よ る
き ゅ う り 等の 汚
染

慢性毒性大き い o

C V P , D E P , ダ イ ア
シ ノ ソ , E S B P , エ チ

ル チ オ メ ト ソ等の有機 り
ん剤

テ ィ ル ド ノ ソ 済剤 野菜の土壌害虫
土壌残留性農薬に 指定

( 4 6 8 8 0 )

伐採木以外の使用禁止

エ ン ド ノ ン 剤 野菜 , 果樹の害虫
作物残留性, 水質汚濁性農薬に
指定 ( 4 6 8 3 0 )
果樹, 苗 木以外の使用禁止

作物残留に よ る き
ゆ う り 等 の 汚染慢
性毒性大 き い 。

M E P , M P P , P A P 等
の有機 り ん剤

ひ 酸 鉛 剤 野菜, 果樹の 害虫

作物残留性農薬に指定
( 4 6 8 . 3 0 )

一部の野菜 , 果樹以外 の使用禁
止

作物残留性が大 き
し 、 o

慢性毒性大 き い 。

M E P , ダ イ ア ジ ノ ン , マ

フ ソ ソ等の 有機 り ん剤
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こ れ ら 農薬に対す る 規制 と あ い ま っ て , 食品に残留す る 農薬につ い て の検

討が行な われ , 全国の 食品残留実態調査 と 農薬の毒性試験が始め ら れ た。 こ

れ ら の資料の ま と ま っ た食品に つ い て順次規制 さ れて い る が, 概要は次の と

お り で あ る 。 ま た , 牛乳に 対 して も 昭和 4 6 年 6 月 残留する 有機塩素系農薬

に つ いて の暫定許容基準が投げ ら れ た 。

残留農薬基準の 設定経過

4 3 , 3 3 0 4 食品 5 農薬

4 4 1 2. 2 6 8 食品 8 農薬追加 。十 1 2 食品 8 農薬

4 5 1 1 2 0 2 食品 1 農薬追加 計 1 4 食品 9 農薬

4 6 1 2 2 0 1 1 食品 8 農薬追加 計 2 5 食品 1 2 農薬

4 8 1 1 0 4 食品 6 農薬追加 計 2 9 食品 1 8 農薬

牛乳中の 有機塩素系農薬残留の暫定許容基準 ( 昭和 4 6 年 6 月 1 5 日 )

B -B H C 0 2 P P m

D D T O 0 5 P P m

ブ ル ド ノ ソ 0 0 0 5 P P m

(2) 県

ァ 安全使用 対策

昭和 4 5 年 1 0 月 国の規制に先立 っ て , 鳥取県では , 市町村, 農業団体,

農薬関係業者に呼びかけ , 鳥取県農薬安全使用運動 を始め た 。 こ の 運動の

一つ と して , 有害性 , 残留性 な ど か認 め ら れ る B H C , D D T , ア ル ト

リ ン , エ ン ト リ ソ , テ ィ ル ド ノ ソ , パ フ チ オ ソ , E P N , ひ 素 , 鉛 , 有機

水銀の 1 0 農薬の使用 中止 を 申 合せ る と と も に , 農家の手持ち 農薬の 回収

を行な っ た 。 そ の結果, 粉剤 , 水和剤の農薬約 2 4 5 ト ン , 液剤 , 乳剤の

農薬約 6, 3 0 0 “ , D D T を塗布 した果実袋約 5 , 3 0 0 万枚 を回収 し, 安

全な地域に埋没処分 を行な っ た 。

こ の際, 回収 さ れ た農家こ 対 し て は , 県 ( ★ ) 市町村 ( 汁 ) , 鳥取 県

経済農業協同組合連合会ま た は 鳥取県果実農業協同組合連合会 ( 汁 ) が補

助金 を交付 し, そ の 金額は約 7, 5 0 0 万円 に のぼっ た。

そ の他, 農薬安全使用 基隼に 基づ く 指導, 農薬危害月 間に お け る 農家の

講習会等 に よ り 安全使用 を図 っ てい る 。
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イ 残留農薬検査

団 食 品

昭和 4 3 年度に き ゅ う り , と ま と , ぶ ど う , り ん ご の 4 食品 5 1 検体

に つ い て 5 農薬の検査 を実施 し , 翌 4 4 年度に は 同 じ 4 食品 6 2 検体 を

実 施 した が , すべて許容量以下で あ っ た 。

昭和 4 5 年度以降 の検査の 状況は表 8 ー 5 ー 4 の と お り で あ る 。

表 3 ー 5ー4 食品残留農薬検査状況 ( 昭和 4 5 年~ 4 7 年 )

ミミ
4 5 4 6 4 7

簾 鱗 違反農薬 獺 溌 違反農薬 麓 鱗 違反農薬

き ゅ う り 1 7 -14 エ ン ド リ ン 1 2 3 プ% ル ト ノ ソ 8 O

ト マ ト 6 1 1 O -

ぶ ど う 6 6 O 6 O

り ん ご 4 2 O

キ ャ ヘ ツ 1 2 8 O 8 O

い ち ご 1 3 5 O 6 O

茶 9 3 O

なつみ か ん 6
L

日 本 な し 4 5 2 D D T 4 9 O 3 8 O

ばれい し ょ l o 114 プ ィ ル ト ノ ソ 8 3 ブ イ ノレ ト ノ ソ 8 O

ほ うれんそう 1 0 -1上 プ ィ ル ド ノ ソ 1 0 6 O

も も 9 2

米 1 1 1 5 7 O

だ い こ ん 1 0 1 エ ソ ト ノ ノ 1 0 O

か き 1 0 O

か ぶ 9 O

か “ま ち や 4 O

ご ば う 5 O

小 豆

大 豆

な す 8 O

は く さ い
L

8 O
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ミき
4 5 4 6 4 7

纖 溌 違反農薬 獺 溌 違反農薬 麓 溌 違反農薬

ヒ0 一 マ ン 4 O

み か ん

レ タ ス 2 O

-

。十 1 58 5 1 4 1 7 147 O

生 乳 3 1 O 24 O
･･

牛 乳 2 8 O 1 6 O 2 0 O

乳 製 品 1 3 O 2 6 O 9 O

。十 6 7 O 6 6 O 29 O

昭和 4 5 年度に は き ゅ う り ばれ い し ょ , ほ う れんそ う か らエ ソ ト ノ ソ ,

テ ィ ル ド ノ ソ が検出 さ れ , 県特産の 二十世紀な しか ら D D T が基準量 を

上回 り , 自 主出荷停止の措置 を講 じたが, 翌#4 6 年に再びばれ い し ょ か

ら テ ィ ル ド リ ソ が検出 さ れ , ま た , だい こ んか ら 基準量 を 上回る D D T

が検出 さ れ た 。

こ れ ら に つ いて追跡調査 を行 な っ た と こ ろ , き ゅ う り , ばれ い し ょ 等

の ド リ ソ剤は , 栽培土壌中か ら も 検出 さ れ , 同ほ場に は前年 も し く は前

々年に ド リ ソ剤 が散布 さ れ た こ と か ら , 土壌 中に残留 し た ド リ ソ剤 を吸

収残留 した も の と推定 し た 。 こ の こ と か ら過去に ト リ ン剤 を使用 し たほ

場につ い て , 使用量の 多か っ たほ場の栽培中止, 作つけ農作物の変更等

の指導 を行な っ た 。 ま た , な し の D D T に つ い て は , 果実に か け る 袋に

従来D D T が塗布 さ れて い た こ と か ら , 接触吸収 さ れた も の と 推定 さ れ ,

こ れ ら袋の 使用禁止 と 処分 を行 な っ て い る 。

幸 い昭和 4 7 年度は規格基準 を上廻 っ た食品は なか っ たが , 昭和 4 8

年 度 も 追加規制 さ れた 4 食品, 6 農薬 を含め て検査 を 計画 し , 違反食品

の排除 に つ と め て い る o
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の 母 乳

昭和 4 5 年 1 0 月 農村医学会で母乳中に も 農薬が含 ま れ て い る こ と

が発表 さ れた こ と が き っ かけ と な り 育児上問題 と な っ た が 本県に お

い て は , 昭和 4 6 年度に農村の産婦 5 人, 市街地 の産婦 5 人に つ い て ,

B H C , D D T , ド リ ソ 系農薬の分析 を行 っ た 。

そ の結果は表 3 - 5 ー 5 の と お り で, β ーB H C , テ ィ ル ド リ ソ に つ

い ては , 全国平均 を下廻 っ て い る が 全D D T は , 全国平均 と ほぼ 同 じ

数値を示 し て い る o

表 3-5-5 母乳中の有機塩素系農薬検査状況 (麟 礬 “蒸そ〉
β -B H C 全D D T ア ノレ ド リ ソ エ ン ト ノ ソ プ ィ ル ド J ソ

農 婦 1

" 2

" 3

" 4

“ 5

0 0 4 3

0 0 6 1

0 1 0 8

0 0 1 2

0 0 3 0

0 0 6 1

0 0 5 6

0 1 2 3

0 0 3 3

Q O 0 6 3

検出せず 検出せず 検出せず

たソ

0 0 0 4 7

0 0 0 1 1

検出 せず

平 均 0 0 5 1 0 0 6 7 0 . 0 0 1 2

非農婦 1

" 2

" 3

" 4

" 5

0 0 4 1

0 0 5 3

0 . 0 4 6

0 0 9 8

0 0 4 4

0 0 5 7

0 0 5 7

0 0 4 0

0 0 8 4

0 0 2 7

検出せず 検出せず 検出せず

召ソ

イン

イン

0 0 0 1 2

平 均 0 0 5 6 0 0 5 3 0 0 0 0 2

総 平 均 0 0 5 4 0 0 6 0 0 0 0 0 7

全国平均 0 1 0 ･} 0 1 2 0 0 5 ･) 0 0 6 0 0 0 3
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第 6 章 廃 棄 物

第 1 節 一般廃棄物

市町村が処理 して い る 一般廃棄物 は 、 主 と し て し 尿お よ び家庭等に お け る 日 常

生活か ら排出 さ れ る ごみ な どで 、 こ れ ら の収集の範囲 であ る 市町村の 処理区域の

状況は表 3 - 6 - 1 の と お り であ る 。

表3｢6一 グー 市町村の処理区域の面積、 世帯数お よひ人 口 の推移

区 分 4 1年度 g年度 4 3年度 44年度 4 5年度
4 6年度
(推定 )

4 7年度
(推定 )

面積財
処理 を 要 す る
市町 村 の 面 積

2 24 0 00 2 7 1 0 6 9 2 1 78 47 2 ,7 1 3 4 7 2 7 1 3 47 3 49 1 7 0 3 49 1 70

中 町 村 の
処 理 区 域

9 0 0 9 1 47 1 1 2 1 4 4 6 2 1 4 4 6 2 1 4 4 6 8 0 84 55 3 07854

市町村の 処理区
域の占める 割合筋

4 0 5 4 7 9 7 9 7 9 88 8 86 4

世帯数
全 県 1 33 0 1 5 1 3 3 ,78 2 1 34 73 6 1 3 8 70 8 1 4 6 43 5 1 48 9 47

市 町 村 の
処 理 区 域

73 50 5 78 ,6 08 79 ,47 9 88 ,53 9 1 42 28 2 1 44 β7 3

市町村の 処理区

域の占める割粭筋
553 588 59 0 603 9 7 2 973

人口
全 県 4 6 0 0 3 6 5 1 7,8 1 8 5 20 6 0 6 5 1 4 5 9 0 5 1 6 β8 3 5 6 8 90 8 5 69 7 6 6

市 町 村 の
処 理 区 域

2 2 1 , 5 3 0 2 72 ,5 9 6 2 77 6 65 2 79 ,7 1 6 2 78 5 6 6 550 6 8 7 55 1 8 1 4

市町村の 処理区

域の占よ撚5 割合筋
48 2 5 2 6 5 3 8 54 3 58 9 9 6 8 9 6 8

( 全 国 % ) 68 5 7 1 5 7 5 0 78 5 8 1 9 9 00 90 0

市町村の 処理区
域外の 処理人 口

60 4 53 40 3 0 5 66 1 1 8 8 6 9 3 5 1 37,5 8 2

全人ロー故肘“る 処
理抹口の割合 筋

47 4 54 4 6 05 64 8 732

な お 、 市町村が行な う 一般廃棄物の 処理区域は 、 昭和 4 6 年 9 月 2 4 日 か ら 施

行 された ｢廃棄物 の 処理及び清掃に 関する法律 ｣ ( 昭和 4 5年法律第 1 3 7 号 ) に よ

っ て 、 従来の特別清掃地域の 制度が廃止 さ れ 、 原則 と し て市町村長が指定す る 一

部の 区域 ( 5 0 戸以下集落の町 ま た は字の 区域 ) を除 い て全地域が対象 と な っ た 。
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( 1 ) し 尿 処 理

し尿は 、 便所の 水洗化に よ っ て こ れ を公共下水道終末処理場で処理す る こ と

が望 ま しいが 公共下水道の整備がお く れ ま た困難な地域では 、 共同浄化槽あ

表 3 - 6 ー 2 し

区 分 4 1 年 度 4 2 年 度 4 8 年 度

尿

u泉 処 理 施 設

農 村 還 元

そ の 他

討

自 家 処 理

膨作
859 5 8

1 0 5 8 1

1 2 99 7

1 095 3 6

17,8 6 5

%
785

9 7

1 1 8

1 0 0

1 4 0

1 0 1 ,0 5 1

2 1 1 7

9 9 8 2

1 1 3 ,1 5 0

1 8 08 0

%

8 9 8

1 9

8 8

1 0 0

1 3 8

1 0 7 8 48

4 1 8

7 8 6 4

1 1 6 ,1 3 0

43 3 5 0

%

929

03

6 8

1 0 0

幻 2

表 3 一 6 ー 3 し

施 行 年 度 市 町 村 名 又 は 組 合 名
総、 人 口

( S 4 6 )
処理人 口

( 1 2 “メ入 )

3 6 () 3 8

4 5 () 4 6

3 7 () 3 8

4 0 () 4 1

4 7 () 4 8

3 8 () 3 9
4 5 4 6

3 7 () 3 8

3 9 ･ 4 6

鳥 取 市

鳥取市外 1 4 か町村衛生施設組合

米子市外 1 0 か町村衛生施設組合

"7 ん7

‘ツ たソ

中部市町村共同施設管理組合

境 港 市

日 野 ･ 江府 ･ 日 南町衛生施設組合

( 1 1 3 9 0 0 )

2 27,1 1 0

1 65 ,38 0

1 1 7,6 2 0

34 8 0 0

2259 0

1 60β0 0

1 66 , 6 0 0

1 0 0 ,0 0 0

3 0P O O

1 1 70 0

計 5 67,0 0 0 4 694 0 0
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る い は 、 し 尿浄化槽の 設置 と あ い ま って し 尿処理施設の 整備が必要であ る 。 し

尿の 処分状況は表 3 - 6 - 2 、 し 尿処理施設の整備状況は表 3 一 6 - 3 、 表 8

ー 6 - 4 の と お り であ る 。

尿 の 処 分 状 況 ( 4 1~4 5 年度厚生省調 )

4 4 年 度 4 5 年 度 4 6 年度 ( 推定 ) 4 7 年度 ( 推定 )

1 1 2β 6 5

8 1 8

1 0 ,6 5 9

1 2 3 8 4 2

34 あ 0 9

%

9 07

0 7

8 6

1 0 0

2 1 8

1 2 5 28 2

1 8

1 2P 4 1

1 87,3 4 1

42β2 4

%

9 1 2

88

1 0 0

23 6

1 49 ,70 0

3 1 2 0 0

1 8 09 0 0

6 0 3 0 0

%o

8 28

172

1 0 0

2 5 0

1 4 97 0 0

ナ
3 1芯7 1

1 8 1 2 7 1

60 ,4 2 8

%o

8 2 6

1 7 4

1 0 0

2 5 0

尿 処 理 施 設 整 備 状 況

規愁“〆日 模 備 考

73

1 20

5 6

8 0

1 2 0

1 2 0

3 6

1 4

下水道終末処理場

鳥取市 、 岩美郡 、 八頭郡 、 気 高郡 全町村

米子市 、 西伯郡 8 か町村、 溝 口町

倉吉市 、 東伯郡全町村

日 野町、 汀府町 、 日 南町

6 1 9
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表3 ー6ー4 昭和4 7年度地域 し尿処理施設整備状況

市町村名又は組合名 規 模 処理人 口 備 考

米 子 市

“日
6 0 0

埆
8 , 0 0 0

栗島 団地

表 3 - 6 - 5

区 分 4 1 年 度 4 2 年 度 4 8 年 度

ごみ 処 理 施 設
ずメ年

30P 1 1

%
626 87,3 0 0 54 4 38 2 1 8 筬ぬ

高速堆肥化施設 1 1 20 0 23 4 1 1 ,65 0 1 7 0 8 9 8 6 14 6

埋 立 587 9 1 2 3 1 2 ,4 0 7 1 8 1 9 88 1 1 5 2

農 村 堆 肥 1 64 0 3 3 55 6 5 2 4

飼 料 47 0 1 4 6 0 1

そ の 他 67 2 1 4 3 57 8 5 2 5 0 0 3 8 1

。十 47 9 2 6 1 0 0 68 5 3 8 1 0 0 6 1 6 88

自 家 処 理 1 2 7 5 1 2 1 0 1 5 ,1 5 0 1 8 1 1 9 2 4 5

表 3 一 6 ー 6 じ み

○可燃物処理場

施行年度 市 町 村 名 叉 は 組 合 名
総 人 口
( S 4 6 )

処 理 人 口

( 7 5 2 グノ人 )

3 9

4 3

4 7 () 4 8

3 9

4 5 ^) 4 6

4 3

3 9

鳥 取 市

“
米 子 市

た7 ･

中 部市町村共同施設管理組合

三 朝 町

1 1 3 9 0 0

1 1 0 27 0

1 1 7 6 20

2 72 6 0 0

1 0 6 3 0 0

65 , 1 0 0
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(2) ご み 処 理

日常生活か ら排出 さ れ る ごみ の量は年 々 増加す る と と も 妃 、 そ の質 も 多様化

して い る 。 ごみは市町村が定め る 一定の 。十画 に よ っ て収集、 処分 さ れて い る が 、

不燃物は埋立て に よ り 、 可燃物は 焼却に よ っ て減量化、 安定化 し 、 環境汚染の

防止に 努め てい る 。 ごみ の 処分状況は 、 表 3 - 6 - 5 ごみ処理施設整備状況

は表 3 - 6 - 6 の と お り で あ る 。

み の 処 分 状 況

4 4 年 度 4 5 年 度 4 6 年度 ( 推定 ) 4 7 年度 ( 推定 )

5 1 β 5 1 58 5 54 7 2 8 53 7 7 5 60 0 385 90 ,0 0 0 45 7

1 4 β 8 0 1 6 4 1 2 54 0 1 23 1 2 ,鷁50 6 4 昭あ40 6 4

1 67 8 4 1 9 1 2 7 9 40 27 4 94540 48 1 80 ,5 1 4 4 0 9

6

5 6
“

5 2 3 5 6 0 6 7 2 6 6 6 1 3 7 5 0 7 0 1 3 7 7 8 7 0

87,7 1 1 1 0 0 1 0 1 9 40 1 0 0 1 9 6 45 0 1 O Q 1 9 6 8 3 2 1 0 0

26 8 0 3 2 3 4 1 4 β7 4 1 2 4 293 5 2 1 3 0 2 9 4 1 2 1 3 0

処 理 施 設 整 備 状 況

現在の 処理量
ト ンソ日

備 考

( 5 0 )

2 5

18 0

20

6 0

3 6

3

ソ ポ ス ト

倉吉市 、 東伯郡全町村
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現在の 処理量
ずれ日

備 考

5

5

3 0

20

6

6

5

8

5

5

2 0

8

5

8

3

7

8

2

2

6

7

( 5 0 )
480

気高町、 鹿野町 、 青谷町

西伯町 、 会見町、 岸本町

佐治村 、 用瀬町

一 1 4 4 一

施行年度 市 町 村 名 又 は 組 合 名
総 人 口
( S 4 6 )

処 理 人 口
( 7 5 2 タイ久 )

4 1

4 4

4 0 () 4 1

4 7

4 6

4 4

4 2

4 3

4 0

4 5

4 7

8 8

4 3

4 3

4 3

4 6

4 4

4 4

4 4

4 7

4 “

。f

東 伯 町

赤 碕 町

境 港 市

ん7

国 府 町

岩 美 町

郡 家 町

智 頭 町

若 桜 町

河 原 町

気高郡衛生施設組合

大 山 町

淀 江 町

名 和 町

日 吉 津 村

西伯町外 2 か町清掃施設管理組合

日 野 町

江 府 町

溝 口 町

佐治、 用瀬ごみ処理施設組合

日 南 町

34君 ○ ○

8 48 0

1 6あ 70

97 80

1220 0

7,3 8 0

9 ,670

24夕2 0

7,7 60

7,9 1 0

8 52 0

22 40

1 64 7 0

6 ,640

537 0

64 40

9 1 50

1 058 0

545 β2 0

664 0 0

7,9 0 0

79 0 0

6 60 0

1 0 ,6 0 0

6粁0 0

6 ,60 0

2650 0

3 9 00

6お○ ○

3 90 0

3 9 00

980 0

3 90 0

2 ,60 0

2,60 0

7,9 0 0

9 ,3 0 0

63 79 0 0

○不燃物処理場

4 6

4 6

4 7

東部広域行政管理組合

中部市町村共同施設管理組合

西部広域行政管理組合

1 50 まし5時間

5o r/8時間

6o r/5 時間

破砕設備 鳥取市 、 岩美郡 、 八頭郡 ( 河原町 を除 く ) 気高郡全町村

圧縮設備 倉吉市 、 東伯郡全町村

圧縮設備 米子市 、 境港市 、 西伯郡 、 日 野郡全町村
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し尿 じみ収集 (直営 委。毛 。午可) 手数料

( 4 8 3 3 1 現在 )ぷ し尿 ごみ

簾 蘇 許可 手数料 蔭 委託 舸 手数料鳥取市

1
上

350 n
U

▲1
‘

･

4
1

無料米子市 n
〕

ワ
ー

330 n
U

n
ノ
~

"倉吉市 9
ム

Q
U

330 n
U

Q
U

Q
U

"境港市 A
V

1
1

9
“

880 n
U

h
D "国府町 1

具

400 1
1

100岩美町 R
U

350 1
4

80()180福部村 1
上

280 1
上

-郡家町 1
･上

350 1
4

120船岡町 r

1
且

350 1
4河原町 1

1

415 n
U

80()260八東町 1
1

350 1
L

100若桜町 1
上

350 '
且

50()100用瀬町 1
1

350

一

1
上

100佐治村 1
L

郷一智頭町 1
1

350 1
L

50気高町 1
具

360 1
▲

200トm鹿野町 1
且

360 n
V

料無臓不青谷町 9
ム

330 増
L 100羽合町 1

L

330 1
具

料無泊村

1
上

380 1
一

"東郷町 1
具

330

一
1 "三朝町 1

且

830 n
U

1
4

脚関金町 '
･I

-

約 7
1

40北条町 1
1

330 1
4大栄町 Q

U

330 1
1

料無東伯町 1
上

330 n
U

1
1

即赤碕町 1
L

830 n
U

50西伯町 1
･上

330 1
上

80ト会見町 1
ふ
剥 1
且

30ト岸本町 1
上

330 ｢= 30ト
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≧家分
し 尿 ご み

直営 委託 許可 手 数 料 直営 委託 許可 手 数 料

日 吉 津 村 1 3 3 0 O 無 料

淀 江 町 11 3 3 0 O "7

大 山 町 1墨 3 30 O ん7

名 和 町 1 33 0 O 60 () 1 0 0

中 山 町 l 3 3 0

日 南 町 , 1L 3 0 0 O 不燃物無料

日 野 町 1 80 0 O 50

江 府 町 1且 3 0 0 9 0 () 1 4 0

溝 口 町 1 3 3 0 1 2 0

第 2 節 産業廃棄物

最近に お け る 産業活動の 拡大 、 県民生活の 向上に と も な っ て排出 さ れ る 各種の

廃棄物は 、 膨大な量 に のぼ り 、 そ の 質 も 変化 して い る 。 と く に 、 事業活動に と も

な う 廃棄物は 、 市町村の清掃事業の な かでは処理でき な い も の が多 く 一部に は

有害物質 を含む も の も あ っ て 環境汚染の 原因 と も な って い る 。

こ の よ う な 実態に か んがみ 、 昭和 4 6 年 9 月 、 従来の ｢ 清掃法 ｣ を 全面改正 し

て新 し く ｢ 廃 棄物の 処理及び清掃に 関す る 法律 ｣ が施行 さ れ 、 新 し く 事業活動に

と も な っ て排出 さ れ る 廃棄物に つ い て規定 し 、 事 業 者 の 処理責任 を 明確化す る

と と も に 、 県に おい て も 産業廃棄物の適正な 処理を はか る た め 、 産業廃棄物の 処

理施設の 設置 、 運搬 、 処分の場所そ の他処理に 関す る 基本 。十画 を定め る こ と が規
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定 さ れた も の であ る 。 県では 昭和 4 7 年 1 2 月 2 5 日 鳥 取 県 公 害 対 策 審 議

会に産業廃棄物に関す る 処理。十画の策定に つい て 諮問 した 。 現在、 部会 を 設け て

審議中であ る の で 、 答申 を ま っ て 産業廃棄物の 処理計画 を策定す る こ と と し て い

る o

乍 産業廃棄物の現状

(1 ) 産業廃棄物 と は 、

産業廃棄物

事業活動に と も な って

排出 さ れ る 廃棄物

廃 棄 物 一般廃 棄 物

生活活動に と も な っ て 一般廃棄物
排出 さ れ る 廃棄物

産業廃棄物は ｢ 廃棄物の 処理及び清掃に関す る 法律 ｣ 第 2 条第 3 項に よ っ

て事業活動に と も な っ て排出 さ れ る 廃棄物の う ち 次の も の が定義 さ れて い る 。

① 燃 え が ら ② 汚でい ③ 廃油 ④ 廃酸 ⑤ 廃 ア ル カ ノ

⑤ 廃 プ フ ス チ ッ ク

⑦ 紙 く ず 〔パ ル プ、 紙又は紙加工品製造業 、 新聞業 ( 新聞 巻取紙を使用 し

て 印 刷発行 を行な う も の に限 る ) 、 出版業 ( 印 刷出版を行な う

も の に限 る ) 、 製本業及び印刷加工業に係 る も の に 限る 。 〕

⑧ 木 く ず 〔木材又は木製品の 製造業 ( 家具製造業 を含む ) 、 ル プ製造業

及び輸入木材の卸売業に 係る も の に限る 。 ]

⑨ 繊維 く ず 〔繊維ふ工業 ( 衣服そ の他の 繊維製品製造業 を除 く ) に 係 る も の

に 限る 〕

⑱ 動植物の固形状の不要物 ( 食料品 、 医薬品 、 香料製造業で原料 と して使

用 した も の に限 る )

⑪ ゴ ム く ず ⑫ 金属 く ず ⑩ ガ フ ス く ず 、 陶磁器 く ず

⑭ 鉱 さ い

⑲ 工作物の除去に伴 っ て生 じた コ ン ク リ ー ト の 破片 その他 こ れに類す る 不

要物
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⑯ 動物 のふ ん尿 ⑰ 動物の 死体

⑩ ばい煙発生施設にお い て 発生す る ばい じん であ っ て集 じん 施設に よ っ て

集め ら れた も の。

@) 総 排 出 量

昭和 4 6 年 2 月 、 県下 4 , 3 7 4 事業所 ( 製造業 、 建設業、 小売業、 サー ビ

ス業 ) の う ち 、 4 5 0 事業所に対す る アンケー ト 調査、 県農林部の資料か ら 県

内の 産業廃棄物について実態 を調査 した 。

総排出推。十量は次 の と お り であ る 。

製 造 業 22, 4 22 ト ソン徊

産業廃棄物 建 設 業 1 Q, 64 4
排 出 量 小 売 業 198

9 7, 6 8 0 ト ソシノク月 サ ー ビス業 20 8

畜 産 業 64 , 1 5 0

事業活動に と も

な う 廃棄物排出

量 農 業 6 8

1 0 3 49 6 トンカ月

≠礬 多 繋ぎゑ
事業活動に 建 設 業 2, 73 0
と も な う 一

般廃棄物排 小 売 業 3 1 4

出量 サ ー ビ ス業 4 1 05 8 1 6 ト ソンノ月

産業廃棄物の排出量は 、 9 7, 6 8 0 ト ン/月 と 推。十 さ れて い る が、 市町村

の 清掃事業の対象 と な る 県内 の 一般廃棄物 ( 生活活動に と も な う 廃棄物 ) の

量約 14 5 0 0 ト ンカ月 の約 6 " 倍 に 当 る 。

(3 ) 種類別推定排出量

産業廃棄物 は 1 8 種類が定義 さ れ て い る が 、 本県の場合 、 通常 の 焼却炉に

よ っ て焼却可能な も の が 1 2 . 4 9 9 ト ン/月 ( 1 2 8 % ) 、 焼却可能であ る が 、

大気汚染、 悪臭な ど二次公害の恐れが あ っ て 、 焼却に あ た って特殊な 設備 、

装置 を必要 と す る も の が 、 6 8 9 6 1 ト ン/月 ( 7 0 6 % ) が排出 さ れ る 。

焼却不可能な も のが 1 6 , 2 0 ト ン/月 ( 1 6 6 % ) で 、 そ の う ち再生利用可



一 1 5 0 一

能な 金属 く ず, カ フ ス く ず 2 , 8 4 5 ト ン刀自 2 9 % 、 そ の ま ま埋立処分が 可能

な燃 え が ら類、 土砂類、 がれ き類 1 8 , 8 7 5 ト ンZ月 、 1 3 7 % が排出 さ れ る 。

排出量の多い産業廃棄物は 、 畜産廃棄物 6 4 , 1 5 0 ト ン/月 ( 6 5 7 % ) 、 セル

ー ス 系廃棄物 1 2 , 4 9 9 ト ン/月 ( 1 2 8 % ) 、 建設業か ら排出 さ れ る が れ き類 1 0 , 77 5

ト ン/月 ( 1 1 0 % )◎順であ る 。

排出量 と して は 少な いが 、 環境汚染の大 き な 原因 と な る 廃 プ フ ス チ ッ ク

1 1 0 ト ソン狽 廃油 1 5 4 ト ソンノ月 、 有害物質 を含む泥汚が排出 さ れて い る 。

表3 ー6 - 8 種類別推定排出量澗

種 類 別
排 出 量 の
多 い 業 種

排出 量
r貌 筵翳 馨鱗

産業廃棄物

焼却可能な も の セ ル ロ ー ズ

系廃棄物

紙、 バ ル ブ 、 木

材 、 繊維 、 食料

品、 衣服

1 2 4 9 9 1 2 8 1 2 1

焼却可能だが煙

等に問題が あ る

も の

畜産廃棄物 畜産農業 64 1 50 67 5 6 2 0

廃プフスチ ガ 農業 、 食料品 1 1 0 0 1 0 1

廃 油 窯業 、 金 属製品
カ ソ ノ ソスタ ソ ド

1 5 4 0 2 0 1

動植物性残

さ い

食料品 2 6 25 2 7 2 5

汚 泥 類 紙、 バ ル ブ、 窯

業

1 9 2 2 2 0 1 9

小 。十 68 9 6 1 7 0 6 6 6 6

再生利用 可能 な

も の

金 属 く ず 鉄 鋼 2 8 0 9 2 9 2 7

ガ フ ス く ず 食料品 3 6 0 0 0 0

小 。十 2 , 8 45 2 9 2 7

そ の ま ま 処分可

能な も の

燃 え が ら 類 紙、 バ ル ブ 、 木

材

3 43 0 4 0 3

土 砂 類 鉄鋼 、 窯業 2 2 57 2 3 2 2



一 1 5 1 一

種 類 別
排 出 量 の
多 い 業 種

排出量
r/月 饉翳 襞廉

産業廃棄物
そ の ま ま 処分可

能 な も の

が れ き 類 建設、 窯業 1 0 , 77 5 1 1 0 1 0 4

小 計 1 3 , 3 7 5 1 3 7 1 2 9

小 。十 97, 6 80 1 0 0 94 4

事業活動に伴う一般廃棄物
焼却可能 な も の

セルローズ系

廃 棄 物

2, 1 5 3 2 1

雑 ご み 2 , 2 6 0 2 2

小 。T 4 , 4 1 3 4 3

燃 え る が脛等に

問題が あ る も の

動植物性残

さ い

1 4 0 3 1 4

小 。十 5 8 1 6 5 6

合 。十 1 0 3 4 9 6

鳰
1 0 0

(4 ) 主 な 廃棄物 の現況

ァ 畜 産 廃 棄 物

家畜ふ ん尿の排出量は次の と お り であ る が 、 そ の 処理に つ い て は 農地還

元等 を積極的に行な う よ う 指導 さ れ て お り 、 小規模の経営体に お い て は他

作 目 と の連 け い の も と に 自己完結処分が な さ れて い る 。 しか し 、 大規模経

営に お い て は 施肥時期等の関係か ら 一時的に は空地等 を 利用 し て堆積 さ れ

て い る 。
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表3ー6ー 9 家畜ふん、 尿排出量轟

く 昭和 4 6 年 2 月 県畜産課調 )

単位 ト ンZ月

区 努分＼＼ 種類 ふ ん 尿 討

乳 用 牛 1 1 , 2 2 7 3 , 6 5 0 1 4 , 8 7 7

肉 用 牛 2 4 , 7 8 1 7, 7 0 4 3 2 , 4 8 5

豚 6 , 2 0 2 6 , 9 0 8 1 3 . 1 1 0

に わ と り 3 , 6 7 8 3 , 6 7 8

計 4 5 , 8 8 8 1 8 6 6 4 , 1 5 0

ふ ん の み の排出量 を地域別r 推定 し て み る 東部 1 % 、 中部 3 5 8

% 、 西部が最 も 多 く 4 6 7 % であ る 。

イ 廃 ブ フ ス チ ッ ク

々) 園芸用 ブ フ ス チ ッ ク 6 8 ト ソノ月 、 製造業か ら排出 さ れ る プ フ ス チ ッ

ク 4 2 ト ソノ月 、 。十 1 1 0 ト ノ刀自 が排出 さ れて い る 。

“ ) 処理の方法 と し て は 、 専 焼炉に よ る 焼却か 、 溶融固形化に よ る が 、 一

部事業所 こ おい て 他 の廃棄物 と 優 暁の形で焼却 さ れて い る が 、 他 は空地

に野積 さ れ て い る o

砂) 市町村の 焼却処理施設で優 暁 さ れ てい る も の も あ る が 、 有害 カ ス が発

生 し発熱量が高 く な っ て 梶暁率か 1 0 % を超 え る場合 焼却 炉の損傷等耐

用年数 を い ち じ る し く 短 く す る と い わ れ て 〉 、 る 。

国 地域別の排出比率 ょ 、 東部で 4 0 1 % 、 中部で 3 5 % 、 西部 で 3 6 ま

% と な っ て い る 。

ゥ 廃 油

炉、 製造業か ら 5 9 ト ン/月 、 自 動車整備業 、 石油ス タ ン ト か ら 9 5 ト ン/月

。十 1 5 4 ト ン が排出 さ れ て い る 。 一部に 不法投棄、 故意流失がみ ら れ る 。

“ ) 製造業か ら の 廃油は 、 大部分が購入先に 引取 ら れ て い る 。 一部は 燃料

に利用 さ れ て い る 。

@) 石油 ス タ ン ト か ら の 廃油は 、 一部公衆浴場等の 耿料に 利用 さ れて い る
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が ト フ ム 缶に 保管 さ れて い る場合が多 く 業界では 処理の検討を急い

で、い る 。

国 地域別排出 比率は 、 東部 、 中部であ わせて 4 7 % で 、 5 2 5 % が西

部地域で排出 さ れて い る o

ェ 可燃性廃棄物

の 紙 く ず 、 木 く ず 、 繊維 く ず 。十 1 2 , 4 9 9 ト ン/月 が排出 さ れて い る 。 事業

所や市町村の 焼却処理施設で 1 0 6 2 2 ト ソシノ月焼却処理 さ れ て い る が 、 残

り の 9 3 4 ト ノ/月 が再生業者で、 9 4 3 ト ン/月 が事業所や市町村の埋立地

で処分 さ れ て い る が 、 木材加工業か ら排出 さ れ て い る 木 く ずに つ い て は、

処理の限界に き てい る 。

“ ) 木材加工業か ら排出 さ れ る 木 く ずの 地域別排出比率は 、 西部で 5 7 8 %

の過半数 を示め 残 り の 4 1 3 % か東部 、 中部か ら排出 さ れ る 。

") 主 と し て 食料品製造業か ら動植物残 さ い 2 , 6 2 5 ト ノンノ月 が排出 さ れ て

い る が 、 水分が多い 廃棄物の た め 特別の 処理 を必要 と し て いるので 、 一部

業界では専廃炉に よ る 処理を検 討 し て い る段階であ る 。 こ の場合 、悪臭の

問題が残 さ れて い る o

オ 不燃性廃棄物

の 紙、 パ ル プ 、 窯業等か ら排出 さ れ る 汚泥は 、 1 9 2 2 ト ン/月 で 、 自 己所

有の 空地等に埋立処分 し て い る 場合が多い 。 し か し 、 有害物質 を含む 汚

泥は 中間処理 を必要 と す る た め 、 事業所内に野積み し て い る と こ ろ も あ

っ て 、 排 出量 は少 な い が 、 早急な 処理対策の 検討を迫 ま ら れ て い る 。

g ) 金属 く ず 、 ガ フ ス く ず 、 建設廃材は 、 1 8 , 3 7 5 ト ン/月 が排出 さ れて い

る 。 金属 く ず 、 カ フ ス く ずは 、 回収業者に よ っ て 処理 さ れ る 場合が多い

が 建設廃材は一部河川 、 空地等に 不法投棄 さ れ て い る 。


